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カテゴリー:お知らせ 

  

 

男性ＤＶ被害者のための電話相談を開設します 

～男性ＤＶ被害者への支援の促進～ 

 
 

埼玉県の男女共同参画に関する意識・実態調査では、約７人に１人の男性が、配偶

者等からの暴力（ＤＶ）の被害経験があると答えています。 

その一方で、令和６年度の県内の配偶者暴力相談支援センターへの相談実人数に占

める男性の割合は４．４％にとどまっています。また、ＤＶ被害を受けた男性のうち、

８１．５％は「相談できなかった」「相談しようと思わなかった」と回答しており、

多くの男性が支援につながっていない状況です。 

そこで埼玉県では、令和８年７月１０日（金）から、「男性ＤＶ被害者のための電

話相談」を開設します。 

相談員が電話相談で話を聴き、必要に応じて、支援制度に関する情報提供や個別支

援の案内をします。 

ひとりで抱え込まず、まずは御相談ください。 

 

● 概要 

１ 電話番号・相談受付日時 

   ０４８－８２９－９９００ 

毎週金曜日 １２：００～２０：００ 

 ※年末年始を除く 

２ 参考 

 ＤＶ被害を受けている男性の方へ（埼玉県ホームページ） 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/dansei-dv.html 

 

令和８年７月７日 

県民生活部 人権・男女共同参画課 
困難女性支援推進担当 堀・上田 

直通 048-830-2925 
内線 2923 

E-mail: a2250-03@pref.saitama.lg.jp 
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● その他の性別を問わないＤＶ相談窓口 

【電話相談】 

 埼玉県男女共同参画推進センター（Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま） 

ＤＶに関する相談 

 ０４８－６００－３７００ 

 毎週月曜日～水曜日・金曜日・土曜日 ９：３０～２０：３０ 

 毎週日曜日・祝日 ９：３０～１７：００ 

 ※１２月２９日～１月３日を除く 

 

【チャット相談】 

埼玉県女性・ＤＶチャット相談「たまチャ」 

毎週日曜日・水曜日・金曜日 １５：００～２１：００ 

※１２月２９日～１月３日を除く 

※詳細は以下の埼玉県ホームページを御覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/dv-soudan/dv_soudan_webchat.html 

 

 

 


